各位　　
上尾伊奈地域薬剤師会
会長 大野昭司

情報共有システムeST-aid・e-STockの運用開始のご案内

　平素より、お世話になっております。
先日10月23日・11月9日のメールにてご案内させて戴いた通り、当会では災害時情報共有システムeST-aid(エストエイド)を、日頃の地域薬局リストとしても活用するべく、2025年12月より順次運用開始する事となりましたので、ご案内致します。
　エストエイドには夜間・休日の医薬品提供体制にかかわるリストを公開するための機能をはじめ、医薬品情報共有システムe-STockの機能等、災害時だけでなく普段から利用可能な様々も備え付けられており、会員・非会員の皆様には本システムの登録と薬局機能情報の登録、そして医薬品情報共有を行うために採用薬のご登録をお願い致したく存じます。
　つきましては、eST-aidのアカウントを下記の通りご案内申し上げますので、
登録手順書(リンク先)に従って、まずは必要な情報のご登録を完了させてください。

  なお、システムの仕様で、薬局機能情報を登録するには、各薬局で最低１名以上の安否確認要員を従事者登録する必要があります。
そこで
・会員薬局様及び個人会員様：各薬局のA会員・B会員の先生を「薬剤師(薬剤師会 安否確認要員)」としてご登録ください。
・非会員薬局様：貴薬局の管理薬剤師の先生を「薬剤師(薬剤師会 安否確認要員)」としてご登録下さい。
(上記以外の従事者の方のご登録は任意です。各薬局でご判断ください。
また、その際は「薬剤師(その他)」もしくは「薬剤師以外」の登録分類でご登録ください。
自薬局内の安否確認にもご利用いただけます。)
[image: ]· 登録手順書(ログイン方法含む)
https://doc.est-jp.com/n/aid/setting-a




ログインID : ●●●●●●　後日、別メールにてお知らせします　
パスワード : ●●●●●●●●　後日、別メールにてお知らせします
（ ageoinayaku@outlook.com　というアドレスも、上尾伊奈地域薬剤師会としてご登録下さい。日頃のアドレスと異なりますのでご注意下さい）

登録手順書の内容の登録が終わられましたら、次に薬局機能情報の登録を進めてください。
具体的な薬局機能情報の登録方法に関しましては、次ページをご覧ください。　　　　　　　P1/4

現行のPDF・エクセルによる地域薬局リストの廃止について
続きまして、当会ではこれまで地域薬局リストをPDF・エクセルにて作成して参りましたが、今後の地域における医薬品提供体制の強化を行う上で、より分かりやすく地域の方々に薬局の医薬品提供体制や機能を周知するためeST-aidを利用してリストを公表することといたしました。
具体的には各薬局にeST-aidから当該各施設基準に必要な情報をご入力いただき、地域における薬局機能情報の提供・公開を行います。
eST-aid上で各薬局に入力いただいた内容はリアルタイムに反映され、一覧表の作成および情報公開が自動実行されます。各薬局におかれては、各加算の施設基準を取得するため、必ずご登録を進めてください。
加算を取得しない薬局におかれても、地域住民ならびに地域の医療関係者に対する薬局の情報公開は非常に重要な事項であるため、全薬局がご登録くださいますよう重ねてお願い申し上げます。

　         登録期限 : 2026年2月28日まで
　
　現在のPDF・エクセルでのリストの公開は上記期限の2か月程度を目途に廃止し、eST-aidの医薬品提供体制リストに切り替えを行います。上記期限までに必ずご登録ください。
(ご登録されない場合は、各種加算の要件を満たさなくなる恐れがあります)

薬局機能情報のご登録手順は下記のとおりです。
　· 薬局機能情報の登録方法
https://doc.est-jp.com/n/other/shopfn
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薬局機能情報の登録が終わられましたら、次に医薬品情報の登録にお進みください。
具体的な登録方法に関しましては、次ページをご覧ください。
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医薬品情報共有システムe-STock（イーストック）利用について

薬局機能情報の登録が終わられましたら、下記利用ガイドを参考にe-STockの利用環境を整えてください。まずは貴薬局におかれましては、貴薬局の採用薬のご登録までお進め下さい。(利用ガイドの「採用薬の登録方法」の箇所をご覧ください)
また今後は、このe-Stockに掲載される各薬局の登録薬品を目安として用い、欠品薬品の紹介・融通の目途を立てるといった活用をして頂ければ幸いです。
運用方法そのものについては、まだ手探りの部分も多い為、使用開始後、協議をしつつ変更していく事もあると思われます。都度ご連絡を回しますが、ご質問ある場合は後述の問い合わせ先まで。
今後も地域の医薬品提供体制強化を行うべく、「課題のある医薬品」「医療材料」等の情報共有を行って参る予定です。引き続き共有情報登録へのご協力のほどどうぞよろしくお願いいたします。
[image: ]
· 利用ガイド
https://doc.est-jp.com/n/estock/system_guide

その他の注意事項を下記の通りご案内いたします。
【取引基本内容】
　医薬品の受け渡し・支払い等についてはこれまで通り各薬局間で責任を持って行って下さい。

【小分け取引】
　・登録について
· 薬局間での医薬品の融通をよりスムーズにするために採用薬の登録をお願い致します。
　    （在庫状況等を考慮しての登録で構いません。全てをご登録いただく必要はありません。）
· 採用薬を登録することで、(同一グループの保険薬局を除く)地域の保険薬局に対して
在庫状況の共有や融通などを行っているという条件を満たすことができます。
· 採用薬はレセコンデータ等を利用してテキスト/csvファイルで一括登録可能です。
· 欠品リストに登録すると他の薬局が検索しても採用薬登録があっても検索ヒットしなくなります。　(次ページに続く)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P3/4
　・発注について
　　　e-STockより、「小分け発注書」を発行して、購入薬局へFAXをお願い致します。
　注) 小分け発注書を受け取ったら
　　内容確認の上、販売可否等を記載して返信FAXをお願い致します。
　　e-STockより販売証憑書類を発行することも可能です。

【不動在庫取引】
　・割引率設定について
　　以下のデフォルト設定の利用を推奨します。(割引率は各薬局にて設定変更可能です)
　　　　2年以上  ：20％off　1年半～2年：25％off　1年～1年半：35％off　
　　　　半年～1年：50％off　3ヶ月～半年：65％off　3ヶ月未満：80％off
　・発注について
[bookmark: _Hlk51174352]　　　e-STockより、「不動薬発注書」を発行して、購入薬局へFAXをお願い致します。
　　　注)不動薬発注書を受け取ったら
　　　　内容確認の上、販売可否等を記載して返信FAXをお願い致します。
【ヘルプ動画】
　各操作方法の動画をe-STock内ヘルプ動画ページで見られますので、必要に応じてご覧下さい。

【運用やログインID/パスワードに関するお問い合わせ先】
薬剤師会  アクションリスト等用アドレス　   ageoinayaku@outlook.com
＊日頃、薬剤師会からのお知らせに使っているアドレスとは異なります。お気を付けください。
＊運用等に関し、薬剤師会宛ての問い合わせは原則　メールのみ　となります。

【システム操作に関するお問い合わせ先】
  受付時間:平日10:00〜17:00   TEL: 050-5605-8112 (固定電話からお問い合わせ下さい)
Email : est@est-jp.com(24時間受付)　（エスト株式会社 担当:辻田） 
【システム内からも簡単にお問合せいただけます】
以上
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